
（国土交通省資料より）

ワンストップサービスをご利用ください

〇新型コロナ感染症拡大防止について
自動車の各種登録に係る申告に関して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点

から、窓口申請手続における混雑を緩和するため、ワンストップサービスをご利用くだ
さい。

〇ワンストップサービスとは
自動車を保有するためには多くの手続（新規登録、移転登録等）と自動車税等の納付

（自動車税種別割、自動車税環境性能割等）が必要となります。これらの手続と自動車
税等の納付をインターネット上で、一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有
関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ）」です。

〇自動車保有関係手続のワンストップサービス http://www.oss.mlit.go.jp/portal/

概要は、以下のとおりです

東京都主税局
課税部計画課自動車税班

03（5388）2954


